
NO.119 （6）日 高 市 議 会 だ よ り
　

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
議
案

に
反
対
す
る
。

　

議
案
第
68
号　

賛
成
討
論

　

今
回
の
条
例
改
正
に
伴
い
、
監

督
機
関
を
一
元
化
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
、
国
の
「
個
人
情
報
保
護

委
員
会
」
が
、
国
・
自
治
体
・
民

間
事
業
者
を
一
括
し
て
監
視
・
監

督
し
、
一
体
的
に
運
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
適

切
か
つ
効
果
的
な
活
用
が
図
ら
れ

る
こ
と
で
、
来
る
べ
き
デ
ジ
タ
ル

社
会
へ
の
対
応
や
、
国
際
的
な
制

度
調
和
に
向
け
た
環
境
整
備
と

い
っ
た
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

　

今
回
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
原

則
的
に
自
治
体
独
自
の
解
釈
が
求

め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
伴
い
、

市
の
審
査
会
に
お
い
て
は
、
諮
問

で
き
る
事
項
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
、

役
割
が
縮
小
す
る
が
、
市
の
窓
口

に
お
け
る
運
用
方
法
な
ど
、
個
人

情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
を
確
保

す
る
た
め
に
、
専
門
的
な
知
見
に

基
づ
く
意
見
を
聴
く
こ
と
は
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
こ
の
制
度

を
引
き
続
き
適
正
か
つ
円
滑
に
運

営
し
て
い
く
た
め
に
も
、
本
議
案

に
賛
成
す
る
。

　

議
案
第
68
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
は
、
令
和
５
年
４
月
１

日
以
降
、
市
の
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
と
説
明
が
さ
れ
て

い
る
。

　

議
案
第
66
号
と
同
様
に
、
日
高

市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
が

前
提
と
な
っ
て
お
り
、
結
果
と
し

て
地
方
自
治
の
後
退
に
つ
な
が
る

も
の
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
本
議

案
に
反
対
す
る
。

（
議
案
第
69
号
）

　

�

日
高
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
条
例

　

現
行
60
歳
の
定
年
年
齢
を
、
65

歳
ま
で
段
階
的
に
引
上
げ
る
と
と

も
に
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
管

理
監
督
職
員
を
、
非
管
理
監
督
職

に
一
律
降
任
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
役
職
定
年
制
」
を
導
入
し
た
い

と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
70
号
）

　

�

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

議
会
の
議
員
の
期
末
手
当
の
支

給
割
合
を
変
更
し
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
70
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
は
、
令
和
４
年
人
事
院

勧
告
及
び
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧

告
に
よ
り
、
市
職
員
の
期
末
手
当

と
勤
勉
手
当
の
総
支
給
割
合
を
年

4.4
月
と
す
る
こ
と
と
同
様
に
議
員

の
期
末
手
当
を
引
き
上
げ
る
と
い

う
も
の
だ
が
、
職
員
に
つ
い
て
は

勤
勉
手
当
の
引
き
上
げ
で
あ
り
、

期
末
手
当
は
変
わ
ら
な
い
。

　

一
方
、
非
常
勤
の
特
別
職
で
あ

る
議
員
に
は
勤
勉
手
当
は
な
い
た

め
、
職
員
と
同
様
に
引
き
上
げ
る

と
い
う
理
由
は
通
ら
な
い
。
し
か

も
20
％
の
役
職
加
算
が
付
い
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
市
民
へ
の

説
明
が
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
議
員
の
報
酬
を
改
定
す

る
際
に
は
、
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
に
諮
る
が
、
期
末
手
当
に
つ
い

て
は
諮
ら
れ
て
い
な
い
。
期
末
手

当
で
あ
っ
て
も
改
定
の
際
に
は
第

三
者
的
な
立
場
の
方
々
の
意
見
を

聞
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。
昨
今
の

物
価
高
騰
で
市
民
の
生
活
が
苦
し

く
な
る
中
、
議
員
の
期
末
手
当
を

上
げ
る
こ
と
に
市
民
の
理
解
が
得

ら
れ
る
の
か
大
変
疑
問
で
あ
る
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
本
議
案
に
反

対
す
る
。

　

議
案
第
70
号　

賛
成
討
論

　

議
員
の
期
末
手
当
は
、
そ
の
意

味
合
い
や
、
判
断
の
根
拠
が
、
法

律
に
も
条
例
に
も
定
め
ら
れ
て
い

な
い
。
全
国
ほ
ぼ
す
べ
て
の
市
町

村
が
同
様
の
状
況
で
あ
り
、
地
方

議
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
様
々
な

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
自
治

体
間
の
格
差
が
大
き
く
、
報
酬
が

生
活
費
に
満
た
な
い
市
町
村
で
は

若
手
議
員
の
な
り
手
不
足
の
一
因

と
な
っ
て
い
る
。
市
民
の
生
活
状

況
の
悪
化
が
見
ら
れ
る
中
で
、
今

上
げ
る
べ
き
か
と
い
う
指
摘
も
当

然
だ
が
、
そ
も
そ
も
の
根
拠
が
な

い
状
況
で
は
、
感
覚
的
な
議
論
し

か
で
き
な
い
。

　

し
か
し
目
下
こ
の
議
案
を
ど
う

判
断
す
べ
き
か
と
考
え
る
と
、
類

似
団
体
と
の
均
衡
の
観
点
に
依
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
飯
能
市
、
鶴
ヶ

島
市
、
坂
戸
市
、
そ
の
他
県
内
の

同
規
模
の
自
治
体
と
の
比
較
に
お

い
て
は
、
今
回
の
引
き
上
げ
幅
は

妥
当
と
い
え
る
。

　

今
後
も
引
き
続
き
市
民
の
生
活

状
況
を
注
視
し
つ
つ
、
や
は
り
議

員
報
酬
に
関
す
る
総
合
的
な
指
針

を
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
申

し
添
え
て
、
こ
の
度
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
71
号
）

　
�

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

市
長
及
び
副
市
長
の
給
料
及
び

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
そ
れ
ぞ

れ
変
更
す
る
と
と
も
に
、
通
勤
手

当
を
支
給
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

す
。

　

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
71
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
の
中
の
市
長
・
副
市
長

の
給
料
を
そ
れ
ぞ
れ
月
額
１
万
３

千
円
引
き
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
加

え
て
平
成
８
年
か
ら
26
年
間
も
改

定
し
て
い
な
い
こ
と
、
コ
ロ
ナ
禍

以
降
、
厳
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
重
責
を
思
え
ば
妥
当

と
考
え
る
。

　

副
市
長
の
通
勤
手
当
の
支
給
に

つ
い
て
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
期
末
手
当
を
引
き
上
げ
、
職

員
同
様
に
年
4.4
月
と
す
る
と
し
て

い
る
が
、
職
員
に
つ
い
て
は
勤
勉

手
当
の
引
き
上
げ
で
あ
り
、
勤
勉

手
当
の
な
い
特
別
職
に
職
員
の
期

末
・
勤
勉
手
当
総
支
給
額
割
合
と

同
様
の
支
給
を
す
る
の
は
妥
当
で

は
な
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
給
料
や
報
酬
と
同
様
、

特
別
職
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
も

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
諮
る
べ

き
で
あ
り
、
物
価
高
騰
に
よ
り
市

討　

論

討　

論


